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岡山大学附属図書館規程

平成１６年４月１日

岡大規程第７７号

改正 平成２０年３月３１日規程第２１号

平成２２年３月３１日規程第５４号

平成２３年３月３１日規程第２３号

平成２３年９月２７日規程第８１号

平成２４年８月２３日規程第４２号

平成２５年１月２２日規程第１号

平成２６年３月３１日規程第１９号

平成３１年３月２９日規程第５６号

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学管理学則（平成１６年岡大学則第１号）第

２６条に基づき，岡山大学附属図書館（以下「図書館」という。）の組織及び運営に関

し，必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 図書館は，岡山大学（以下「本学」という。）における教育及び研究に必要な図

書館資料を収集，整理，保存し，国立大学法人岡山大学の職員及び本学の学生の利用に

供するとともに，必要とする学術情報を速やかに提供する等の図書館奉仕を行うことを

目的とする。

２ 前項の図書館資料（以下「資料」という。）とは，次の各号に掲げるものをいう。

一 図書

二 逐次刊行物

三 記録及び古文書

四 視聴覚資料

五 電子資料

六 その他の資料

（分館）

第３条 図書館に鹿田分館及び資源植物科学研究所分館（以下「分館」という。）を置く。

（館長）

第４条 図書館に館長を置く。

２ 館長は，本学の専任教授のうちから，教学担当理事の推薦により，学長が任命する。

３ 館長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。

４ 館長は，図書館に関する事項を掌理する。

（副館長）

第４条の２ 図書館に副館長を置く。

２ 副館長は，２人以内とし，本学専任の教授又は准教授のうちから館長の推薦により学長

が任命する。

３ 副館長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，副館長の任期の末日は，推薦し

た館長の任期の末日を超えることはできない。

４ 副館長は，館長の職務を助ける。

（分館長）

第５条 分館にそれぞれ分館長を置く。
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２ 鹿田分館にあっては，鹿田地区各部局の専任の教授のうちから当該部局の協議に基づ

き選出された１人の候補者，資源植物科学研究所分館にあっては，資源植物科学研究所

の専任の教授のうちから当該部局において選出された１人の候補者について館長の推薦

により学長が任命する。

３ 分館長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の

任期は，前任者の残任期間とする。

４ 分館長は，館長の命を受け，分館に関する事項を処理する。

（運営委員会）

第６条 図書館に図書館の運営に関する重要事項を審議するため，岡山大学附属図書館運

営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。

２ 運営委員会に関し，必要な事項は，別に定める。

（管理・運用資料）

第７条 図書館の管理・運用する資料は，次の各号に掲げるものをいう。

一 図書館備付資料

二 学部等備付資料

（寄贈又は寄託）

第８条 図書館は，資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

２ 前項の寄託資料は，寄託者が特に条件を付したもののほか所蔵資料に準じて取扱うも

のとする。

（雑則）

第９条 この規程に定めるもののほか，図書館の組織及び運営に関し，必要な事項は，別

に定める。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ この規程の施行後最初に任命される館長の任期は，第４条第３項本文の規定にかかわ

らず，平成２１年３月３１日までとする。

附 則

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２３年１１月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２４年１０月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。


